
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額

（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

都市建築部　建築指導課　建築物地震対策推進係 電話番号：058-272-1111(内4789)

E-mail：c11655@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

建築物震後対策推進費

事業費
寄附金

一　般
財　源

財 源 内 訳

１ 事 業 費 千円)

2,346

2,6000 0 0 02,600 0

0

・大地震により被災した建築物や宅地について、余震等による倒壊等の危険性を診断する
ことによって、建築物の使用の可否を応急的に判定し、余震等による二次災害の防止を図
ることが重要である。
・判定に従事する被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士を養成するほ
か、県及び市町村の震後対策等の判定実施体制及び支援体制の整備が必要である。

（各課様式１）

使用料 財　産区  分

手数料

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：土木費　項：都市計画費　目：建築指導費

 ＜財源内訳＞

事 業 名

(前年度予算額： 2,6002,346

（１）要求の趣旨（現状と課題）

0 2,346

①岐阜県被災建築物応急危険度判定士の更新登録・養成
　・新規登録者数：２００名（予定）
　・更新登録者数：３２０名（予定）
②応急危険度判定体制の整備等
　・岐阜県建築物地震対策推進協議会の運営
　・判定訓練、演習の実施等

　応急危険度判定士の登録は知事登録となっており、県が主体となって行う事業である。

　無

0 0 0



合計

・事業主体：県（応急危険度判定士については知事登録）

282 協議会負担金、会議室使用料

532 文書郵送料

講師旅費、業務旅費

需用費 1,296 講習会テキスト代、判定資機材

その他

2,346

（３）事業主体及びその妥当性

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

（１）各種計画での位置づけ
「岐阜県地域防災計画」
・被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備
「第五期岐阜県地震防災行動計画」（Ｒ７～Ｒ１１）
・応急危険度判定体制の充実

（２）後年度の財政負担
・応急危険度判定士の養成及び登録は毎年度実施しており、更に５年ごとの更新制度であ
るため、事業の継続が必要

236

金額

役務費

旅費

３ 事業費の積算 内訳

事業内容 事業内容の詳細



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R6年度
(H6) 実績

0人 2,436人

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

　県内の被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士を確保し、判定の実
施体制及び支援体制の整備を図ることで、大地震の被災時における迅速な判定活動に
より、余震等による二次災害を防止できる体制を整備する。

被災建築物応急
危険度判定士数 2,500人 2,500人

（これまでの取組内容と成果）

大地震発生を想定した市町村や関係団体との連絡訓練により、被災時の連絡体制
の確認を行った。
また、被災建築物応急危険度判定士養成講習を３回開催し、５３０名（新規１６
６名、更新３６４名）の判定士の確保を図った。

大地震発生を想定した市町村や関係団体との連絡訓練により、被災時の連絡体制
の確認を行った。
また、被災建築物応急危険度判定士養成講習を３回開催し、３８７名（新規１０
１名、更新２８６名）の判定士の確保を図った。

2,500人 97.4%

指標名
R7年度 R8年度 終期目標
目標 目標 (R10) 達成率

令
和
６
年
度

大地震発生を想定した市町村や関係団体との連絡訓練により、被災時の連絡体制
の確認を行った。
また、被災建築物応急危険度判定士養成講習を３回開催し、５３８名（新規２３
０名、更新３０８名）の判定士の確保を図った。

指標① 目標：2,500 実績： 2,436 達成率： 97.4 ％



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

２ 事業の評価と課題

(評価) 　コロナ禍の影響で、養成講習会の中止や会場の人員規制により、新規登録
者の確保が困難な状況があり、判定士の登録人数が大幅に減少したため、目
標の２，５００人を若干下回っている。１

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　平成２４年度から被災建築物応急危険度判定士の登録申請手続きを電子
メールで可能とすることにより、事業実施の効率化を図っている。

１

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　大地震発生に備え、地域的な偏在も考慮した被災建築物応急危険度判定体制の整備
を継続的に取り組む。

（次年度の方向性）

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課 【○○課】

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

（今後の課題）

　大地震発生時には交通手段が制限されることから、被災建築物応急危険度判定士の
地域的な偏在が生じないようにする必要がある。
　地震発生時に速やかに判定活動ができるよう実施本部となる市町村の支援、判定士
を招集するための連絡体制の整備等、継続的な取組みが必要である。

(評価) 　南海トラフ地震等の発生が予想されており、被災後の二次災害防止対策と
して、速やかに応急危険度判定を実施することができる体制の整備と維持が
重要であり、事業の必要性が高い。２


